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（
総
務
委
員
会
）

国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
人
事
院
の
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
付
け
の
職
員
の
給
与
の
改
定
に
関
す
る
勧

告
に
鑑
み
、
一
般
職
の
職
員
、
内
閣
総
理
大
臣
等
の
特
別
職
の
職
員
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
の
改
定
を
行
う
と
と
も
に
、

我
が
国
の
厳
し
い
財
政
状
況
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
一
層
の
歳
出
の
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
を
削
減
す
る
た
め
、
国
家
公
務
員
に
対
す
る
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
、
平
成
二
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
減
額
し
て
支
給
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

人
事
院
勧
告
に
係
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

一
、
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
月
額
に
つ
い
て
、
医
療
職
俸
給
表

及
び
若
年
層
を
除
き
、
平
均
〇
・
二
三
％
俸
給
表
を
引
下

（一）

げ
改
定
す
る
。

二
、
一
般
職
の
非
常
勤
の
委
員
、
顧
問
、
参
与
等
に
支
給
す
る
手
当
に
つ
い
て
、
そ
の
限
度
額
を
引
き
下
げ
る
。

三
、
一
般
職
給
与
法
平
成
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
経
過
措
置
額
の
支
給
期
間
を
平
成
二
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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四
、
内
閣
総
理
大
臣
等
の
特
別
職
の
俸
給
月
額
に
つ
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
引
き
下
げ
る
。

五
、
特
別
職
の
常
勤
の
委
員
等
に
支
給
す
る
日
額
手
当
の
限
度
額
を
引
き
下
げ
る
。

六
、
防
衛
省
の
職
員
の
自
衛
官
俸
給
表
等
の
俸
給
月
額
を
一
般
職
の
職
員
の
例
に
準
じ
て
引
き
下
げ
る
。

七
、
防
衛
省
の
職
員
の
経
過
措
置
額
の
支
給
期
間
を
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
二

国
家
公
務
員
の
給
与
の
臨
時
特
例

一
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
臨
時
特
例

１

施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
俸
給
月
額

は
、
係
員
級
職
員
に
つ
い
て
は
四
・
七
七
％
、
係
長
及
び
課
長
補
佐
級
職
員
に
つ
い
て
は
七
・
七
七
％
、
課
室
長
級
及

び
指
定
職
俸
給
表
適
用
職
員
に
つ
い
て
は
九
・
七
七
％
減
額
し
て
支
給
す
る
。

２

特
例
期
間
に
お
け
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
（
管
理
職
手
当
）
は
、
十
％
減
額
し
て
支
給
す
る
。

３

特
例
期
間
に
お
け
る
期
末
・
勤
勉
手
当
は
、
減
額
前
の
俸
給
月
額
等
を
基
礎
に
算
定
し
た
額
か
ら
九
・
七
七
％
減
額

し
て
支
給
す
る
。

二
、
内
閣
総
理
大
臣
等
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
の
臨
時
特
例



- 3 -

１

特
例
期
間
に
お
け
る
俸
給
月
額
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
つ
い
て
は
三
十
％
、
国
務
大
臣
級
又
は
副
大
臣
級
に
つ
い
て

は
二
十
％
、
大
臣
政
務
官
、
常
勤
の
委
員
長
等
、
大
公
使
等
に
つ
い
て
は
十
％
、
五
号
俸
以
上
の
秘
書
官
に
つ
い
て
は

九
・
七
七
％
、
一
号
俸
か
ら
四
号
俸
ま
で
の
秘
書
官
に
つ
い
て
は
七
・
七
七
％
減
額
し
て
支
給
す
る
。

２

特
例
期
間
に
お
け
る
俸
給
月
額
以
外
の
給
与
は
、
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
り
減
額
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
内

閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
級
又
は
副
大
臣
級
の
期
末
手
当
は
、
俸
給
月
額
の
支
給
減
額
率
に
よ
り
減
額
し
て
支
給
す

る
。

三
、
裁
判
所
職
員
の
給
与
の
臨
時
特
例

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
一
部
を
準
用
す
る
。

四
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
の
臨
時
特
例

１

特
例
期
間
に
お
け
る
事
務
官
等
の
俸
給
月
額
は
、
一
般
職
の
職
員
に
準
じ
て
減
額
し
て
支
給
す
る
。

２

特
例
期
間
に
お
け
る
自
衛
官
俸
給
表
等
適
用
者
の
俸
給
月
額
は
、
職
員
の
区
分
に
応
じ
た
割
合
を
減
額
し
て
支
給
す

る
。

３

特
例
期
間
に
お
け
る
俸
給
の
特
別
調
整
額
は
、
十
％
減
額
し
て
支
給
す
る
。
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第
三

施
行
期
日
等

一
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
臨
時
特
例
及
び
自
衛
官
等
に
関
す
る
経
過
措
置
の
規
定
等
は
、
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
、
平
成
二
十
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
月

ま
で
の
間
の
俸
給
月
額
等
の
合
計
額
の
〇
・
三
七
％
及
び
期
末
・
勤
勉
手
当
の
合
計
額
の
〇
・
三
七
％
の
額
を
減
じ
た
額

と
す
る
。

三
、
自
衛
官
（
将
及
び
将
補

を
除
く
。
）
並
び
に
事
務
官
等
の
う
ち
自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
に
勤
務
す
る
も
の
に
つ
い

（一）

て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
臨
時
特
例
の
適
用
に
つ
い
て
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
及
び
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
自

主
的
か
つ
適
切
に
対
応
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。


